




「小笠原諸島」の世界遺産一覧表への記載決定について

農林水産大臣談話

平成23年６月24日

パリで開催されている第35回世界遺産委員会において、
我が国が推薦していた「小笠原諸島」の世界遺産一覧表へ

、 。の記載が決定されたことについて 大変うれしく思います

「小笠原諸島」は、大陸と一度も陸続きになったことが
なく、世界的に貴重な固有種が数多く生息・生育していま
す。遺産区域の陸域の約８割が国有林であり、農林水産省
では 「森林生態系保護地域」 に設定し、関係機関や地、

※

元の方々と連携して、アカギ等の外来種駆除や、観光等の
利用に当たってのルールの導入などの保全管理を行ってま
いりました。

｢小笠原諸島｣は 「屋久島 「白神山地」及び「知床」、 」、
、 、に続き 我が国で４箇所目の世界自然遺産となりましたが

いずれもそのほとんどが国有林であり、人類共通の財産で
ある世界遺産を後世に健全な状態で引き継いでいくため、
今後とも適切な保全管理に努めてまいります。

森林生態系保護地域
※

国有林野事業では、貴重な動植物の保護や学術研究等を目的とする先駆的な

、 、 、自然環境の保全制度として 大正4年に保護林制度を設けており 平成元年には

｢森林生態系保護地域｣を新設するなど制度の再編・拡充を図りました。

｢森林生態系保護地域｣は、原生的な森林生態系が相当程度まとまって存在す

る地域を保存することにより、森林生態系からなる自然環境の維持、動植物の

保護、遺伝資源の保存、森林施業・管理技術の発展、学術研究等に資すること

を目的としており、現在、全国に29カ所、約50万haを設定しています。



 
 

 

世界自然遺産「小笠原諸島」の概要 

 

１．遺産名： 

小笠原諸島 

２．所在地： 

東京都小笠原村 

○遺産区域 

・聟
むこ

島列島、父島列島（父島を除く）、

母島列島（母島を除く）の全島 

・西之島、北硫黄島、南硫黄島の全島 

・父島及び母島の一部 

・父島及び母島周辺の一部の海域 

○面  積 

陸域 約 6,360 ha 

海域 約 1,580 ha 

計  約 7,940 ha 

３．保全管理： 

○国立公園、原生自然環境保全地域、森林生態系保護地域、天然記念物などの

保護区制度等により適切に保護する。 

○管理計画に基づき、関係機関が連携し、外来種対策をはじめとする保全管理

を実施する。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広域位置図  

 

 

遺産区域 
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世界自然遺産「小笠原諸島」における林野庁の取組

１．小笠原諸島の森林

○小笠原諸島は、東京の南方約1,000ｋｍの太平洋上に散在する大小30余
りの小島群で、過去に大陸と一度も陸続きになったことがない海洋島
である。小笠原諸島の森林では、父島・兄島の乾性低木林や、母島の
湿性高木林に代表される世界的に貴重な固有の樹種で構成される森林
生態系が成立している。

母島・石門の湿性高木林

２．保護担保措置の充実－新たな森林生態系保護地域の設定

○小笠原諸島の森林面積の８割以上を占める国有林には、世界的に貴重
な動植物が数多く生息・生育している。

○このような特異な自然を後世に残すため、林野庁は、平成19年４月に、
小笠原諸島の国有林の８割に森林生態系保護地域 を設定した。＊

森林生態系保護地域（国有林の保護林制度）＊

原生的な天然林を保存することにより、森林生態系からなる自然環境の維持、

動植物の保護、遺伝資源の保存、森林施業・管理技術の発展、学術研究等に資

することを目的に設定。

兄島の乾性低木林
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３．希少種保護の取組

○林野庁は、小笠原諸島の国有林野内に生息している国内希少野生動植
物種（アカガシラカラスバト、メグロ、ムニンツツジ、オガサワラオオコ
ウモリ等）の保護・増殖を図るため、生息・生育状況等の調査、生息
・生育環境の維持のための巡視等を実施している。

◇アカガシラカラスバトのサンクチュアリ
・父島東平の国有林に設定
・固有種の生育に支障となるアカギの伐採、遊歩道の整備、案内標識

整備等

アカガシラカラスバトサンクチュアリ アカガシラカラスバト（絶滅危惧ⅠＡ類）

４．固有の森林生態系の修復に向けた取組

○林野庁においては、固有種等の希少な動植物の生息・生育環境に悪影
響を与えているアカギやモクマオウ、リュウキュウマツなどについて、
駆除対策を実施している。

アカギの薬剤注入に

よる駆除

アカギの巻き枯らしによる駆除


